
■選定基準に基づく採点結果

1 法人の状況について 70 52 57.8 59.6 59.7 63.2

90 69.6 69.6 71.8 85 82.8

３　収支計画について 40 32 26 20 24 32

4　管理運営の実績について
+15～

-10 10 10 10 10 10 計

215 163.6 163.4 161.4 178.7 188 855.1

＜選定方法＞

１　選定委員会の各委員ごとに、この選定基準による採点を行い、得点の高い順に応募団体の順位をつけます。

２　１の結果に基づき、各委員の採点結果ごとに、１位の団体に１点、２位の団体に２点、３位の団体に３点、以下同様に得点をつけます。

３　２の得点を委員全員について集計し、最も得点の低かった団体を指定管理者に選定します。

※応募団体が１団体であった場合の対応　

  　選定委員会の定める最低基準に満たないときは選定されず、再度公募を行うこととなります。次点候補者となるためにも、最低基準

を満たすことが必要です。また、財務状況の評価が著しく悪い場合は、選定から除外する場合があります。

法人名：社会福祉法人　県央福祉会

審 査 項 目 配点 Ａ委員 Ｂ委員 Ｃ委員 Ｄ委員 E委員 各委員平均

171.0

合　　　計

２　事業計画について
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